
東 京 消 防 庁

階段・廊下などに

物を放置したり、

みだりに置くことは、

消防法令違反と な り ま す 。

物を置かない！
階段・廊下クリーンキャンペーン



まずはアプリをダウンロード！！

東京消防庁では、「消防用設備（スプリンクラーなど）が設置されていない」

「消防法令違反を繰り返している」といった危険性の高い建物や店舗の名称など

をホームページや東京消防庁公式アプリのマップ上で公表しています。

下記の東京消防庁公式アプリをダウンロードしていただくか、右下のQRコード

からご確認ください。

違反対象物の公表制度

消防用設備

がない！！

繰り返し

違反！

1回目の立入検査で
確認した違反の状況

消防職員による
是正指導後の状況

２回目の立入検査で
確認した違反の状況

マップ上の公表状況
（例）

パソコンの方は

東京消防 公表 検索


